
№ 項目 様式 作成要領 チェック

1 申請書 第１８号様式

・申請日は市町の受理日と同日とすること。
・「申請敷地（区域）の所在地」及び「地目」の欄には地番及び地目を全て列挙
すること。
・「用途」は原則として建築確認申請と同様とするが開発担当者から指示された
場合はこの限りでない。
・「建築敷地面積」の欄には建築確認を受ける区域の面積を記入すること。
・セットバックや市町村への帰属区域がある場合はその旨を「その他の事項」の
欄に記入すること。

□

2 手数料

・事前打ち合わせの際に、納付連絡票を申請事務担当者から受領すること。
・ＰＯＳレジ収納窓口に納付連絡票を持参し、手数料を納付（その場で納付済証
を受領）すること。
・納付済証を交付申請書の表面又は裏面、若しくは別紙（別紙には申請者氏名を
記入すること。）に貼付すること。
（申請先が山梨県以外の場合、手数料の納付方法については、許可申請先の市町
村に相談すること。）

□

3 添付書類一覧表 別紙 該当条項の欄に○を付けること。 □

4 申請理由書 様式自由

必要に応じ、以下を参考に記述すること。市街化調整区域については①該当条項
に適合すること、②建築する理由を必ず記述すること。

（例1）
予定建築物は農業用倉庫であり、政令第２０条第２号に明記されている「農機具
等収納施設」に該当するため、都市計画法第２９条第１項２号の規定により開発
許可不要である。（２９条１項２号の場合）
（例2）
当該申請地は、○○工業団地内に位置し、昭和○年頃に山梨県土地開発公社で開
発された宅地であり、今回の予定建築物を建築するに際し土地の区画形質の変更
が伴わないため開発許可不要である。（２９条１項の場合）
（例3）
老朽化により建替の必要が生じている。子供が生まれ手狭なため。　等

□

5
区域内権利者一覧
表

様式自由
・区域内に含まれる全ての物件（土地、建物等）について、土地登記簿に記載さ
れている事項（所在・地番・権利者等）及び面積を記入すること。
・面積は、実測値を記入すること。

□

6 区域内土地一覧表 様式自由

・区域内に含まれる全ての筆について、土地登記簿に記載されている事項（所
在・地番・地積・地目）及び現況地目を記入すること。
・申請区域が筆の一部となる場合等やむを得ない場合は面積を実測値とし「実測
値○○m2」と記入すること。

□

7
土地登記簿謄本
（全部事項証明）

・申請日から3ヶ月以内に交付されたものを添付すること。　
・申請書の正本には原本を添付すること。 □

8 土地登記簿要約書
・申請日から3ヶ月以内に交付されたものを添付すること。　
・申請書の正本には原本を添付すること。
※なお土地登記簿謄本を添付した場合は不要とする。

□

9 位置図
1/25,000以
上

・原則として、都市計画総括図（1/25,000）を使用し申請位置を示すこと。
（申請区域が用途地域の場合は地域地区の凡例を添付すること。）
・方位を示すこと。

□

10 案内図 1/1,500以上
・住宅地図（1/1,500程度）等を使用し申請区域を形状に合わせ赤線で囲むこ
と。　
・方位を示すこと。

□

11
１４条地図もしく
は公図

・申請区域を赤線で囲むこと。　
・法務局の公印がないものは転写者の資格、氏名も記入し実印を押印すること。　
・必要に応じ旧公図を添付すること。

□

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請（規則第６０条第１項）
添付書類チェックリスト

　各種添付書類の要否については、添付書類一覧表（別紙）を参考に判断すること。



12
敷地求積図（実測
図）

1/2,500以上 ・建築確認申請に添付する敷地求積を流用しても可。 □

13 土地利用計画図 1/1,000以上

・申請区域を赤色で囲むこと。
・擁壁等の構造物・給水・排水施設の位置・構造規格等を記入すること。
・断面図を添付する場合は断面位置（A-A’）等を記載すること。
・敷地に接する全ての道路について建築基準法上の道路名（法42条1項1号道路
の場合は道路法上の道路名「○○町道○○号線」）を記入すること。(都市計画
区域内のみ)
・接道区間の道の幅員を記入すること。
・建築物等の用途（居宅、物置、駐車場等）を記入すること。
・敷地の出入り口の幅を記入すること。
・建築確認申請に添付する配置図を流用しても可。
・土地所有者など個人名等の情報は記載しないこと。
・方位を示すこと。

□

14 断面図 1/1,000以上

・現況地盤線、計画地盤線を区分して明示すること。
・敷地境界（筆界・所有権界ではない）を引き出し線等で明示すること。
・構造物の高さ・構造規格等を記入すること。
・盛土部を赤色に切土部を黄色に着色すること。
・盛土部及び切土部の最大高さを図示すること。

□

15
建築計画概要書・
予定建築物の用途
が分かる資料

様式自由

・建築計画概要書の第２面、配置図（開発区域内における予定建築物の位置がわ
かるもの）、平面図（予定建築物の間取り）、立面図（最大高さを明示したも
の）を添付すること。
・図面には参考図であることを明示すること。

□

16
現況写真及び撮影
位置図

様式自由

・土地利用計画図の縮小版を使用するなど、撮影位置図を作成し、写真帳と対応
すつ撮影位置、番号及び方向を記入すること。
・撮影位置図では、申請区域を赤線で囲むこと。
・申請敷地（区域）全域の状況が分かるように撮影すること。（特に敷地境界の
状況写真を添付する。）

□

17 委任状 様式自由

・代理人の氏名（会社名及び代表者名）、実務担当者の氏名、電話番号、委任年
月日、委任内容は必ず記入すること。
・印鑑登録印による押印と印鑑証明書を添付すること。（印鑑登録印での押印が
難しい場合は、担当者に相談。）

□

18
建築物の延床面積
が分かる公的資料

・建築物の規模は延床面積とする。（建築面積ではない。）
・従前の建築物の規模（延床面積）は「建物登記簿謄本」、「固定資産課税台
帳」、「建築確認済証」等の公的資料に記載された値とすること。（公的資料が
無い場合は開発担当者に相談）
※従前の建築物の規模（延床面積）は、線引き（S46.3.31）以前のものでなけ
ればない。

□

19
宅地課税証明書も
しくはこれに準じ
る資料

・法施行日以前から宅地性を有していたことを証するものであること。
・建築物の適法性を証明するものであること。
・宅地課税証明を取得出来ない場合は固定資産課税台帳・航空写真・建築確認図
書等の資料を揃え事前に開発担当者に相談。

□

20
農業従事者証明も
しくはこれに準じ
る資料

申請人が農業従事者であることを証明するものであること。 □

21
当該条項に該当す
ることを証明する
資料

予定建築物が都市計画法第２９条第１項３号に定める施設であるという関係機関
からの証明、法人設立の認可書、国や県からの補助金内示通知書、市町村設置管
理条例　等

□

22
該当条項であるこ
とを証明する資料

原則として公的資料とすること。（公的資料が無い場合は開発担当者に相談） □

23 同意書 様式自由

・開発担当者が必要と判断した場合に添付する。
（過去に開発許可を受けた土地が含まれる場合や利害関係者等に不利益が生じる
可能性があると判断される場合等。）
・申請行為について同意する旨が記されたものとすること。

□

※　見だし、ファイリングは原則不要（担当が必要とする場合を除く）とし、書類は上表の項目順に綴るもの
とする。
※　接道要件等、建築基準法の規定に関する事項については、建築主事や指定確認検査機関等の建築基準法を
取り扱う部署に事前に確認しておくこと。
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1 ２９条１項、2項
宅地における区画形質の変
更のない建築行為等 ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ - △ - △ △

許可不要を証する書面として
準用するため、適合証明と異
なる。

2 ２９条１項１号
政令で定める開発規模未満　
（政令第１９条） ○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ △ ○ △ - - - △ △

3
２９条１項２号
　　　２項１号

農林漁業用建築物等の建築
の目的で行う開発行為　　　
　　　（政令第２０条）

○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - ○ △ △

4 ２９条１項３号
一定の公益上必要な建築物
の建築目的で行う開発行為　
　　（政令２１条）

○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - - ○ △

5 ２９条１項４号～８号 （注７） ○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - - ○ △
４～８号の市街地開発事業に
係わる行為については、担当
者に必要書類を確認するこ
と。

6 ２９条１項９号、１０号
公有水面埋立法、非常災害
に係わる開発行為 ○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - - ○ △

8 ２９条１項１１号
通常の管理行為、軽易な行
為等（政令第２２条） ○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - - △ △

仮設建築物の場合は、鑑のそ
の他の事項欄に撤去する年月
日を明記。

9 ２９条２項２号
都市計画区域及び準都市計画区域外
の区域における行為（１項２～４号
及び９～１１号に該当するもの）

11 ４１条２項
建築物の建ぺい率等の指定
による制限 ○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ △ △ - - - △ △

12 ４２条１項
開発許可を受けた土地にお
ける建築等の制限（用途地
域内）

○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ - - - ○ △

13
４２条１項
４３第１項

既存建築物の建替（従前と
同一の用途で延床面積の合
計が１．５倍以下）

○ ○ △ - - △ ○ ○ △ - ○ ○ - ○ ○ ○ △ ○ △ - △ △

14 ４３条１項１～５号
開発許可を受けた土地以外の土地に
おける建築等の制限（１項４号及び
９～１１号に該当するもの）

○必須　　　△必要に応じて

（注１）：上記のほか市町村が必要と判断した書類は提出するものとする。また、固有の事情により担当者が必要と判断した場合も同様とする。

（注２）：申請地が市街化調整区域の場合は必ず添付する。その他は担当者が必要と判断した場合に添付する。

（注３）：不動産登記法第１４条で定める地図が存在する場合に添付。

（注４）：申請区域内の土地利用計画を示す図面。（建築確認申請に添付する配置図等を利用したものでも可。）

（注５）：参考資料として添付する。（参考図であることを明示すること。）　

（注６）：担当者が必要と判断した場合に添付する。（過去に開発許可を受けた土地が含まれる場合、利害関係者等に不利益が生じる可能性があると判断される場合等、その他必要に応じて。）

（注７）：４号・都市計画事業、５号・土地区画整理事業、６号・市街地再開発事業、７号・住宅街区整備事業、８号・防災街区整備事業　　　　

　以下の表は、あくまで一般的に必要となる書類を記載したものです。計画内容に応じて必要となる書類が異なる場合がありますので、事前に担当者あてご相談をお願いします。
　　・申請書の部数は、正本１部、副本２部（うち一部は市町の控え）とし、申請書は申請地が所在する市町村を経由すること。（証明者が市町村の場合、市町村担当者の指示に従うこと。）
　　・申請書（副本）の鑑はそのまま証明書となるので取り扱いに十分注意すること。

第２９条第１項第３～４号及び第９～１１号のうち該当する号と同様の資料を添付。

第２９条第１項第４号及び第９～１１号のうち該当する号と同様の資料を添付。


